
講願 の越 旨          '
罪を犯していない人が、誤った捜査 ち裁判によって、自由を奪われ、仕事や家

庭を失い、 築き上げてきた人生のすべて、甚だしい場合には死刑によって生

命を奪われています。この冤罪は、国家による最大の人権侵害であり、速やか

に救済されなければなりません。しかし、冤罪事件は後を絶たず、その救済に

は気の遠 くなるような年月がかかるという実態があります。

湖東記念病院人工呼吸器事件の西山美香さんは、逮捕から再審無罪を勝ち

取るまでに 17年かかりました。日野町事件の阪原弘きんは、再審開始決定ま

でに 36年を要しましたが、検察が最高裁に不服申し立てをしたため再審はま

だ始まっていません。袴田事件の袴田さんに至っては、再審開始決定を勝ち取

り、再審公判が開かれるまでに58年を要しています。我が国において、再審

は「開かずの扉」といわれ、当事者や家族には想像を絶する困難を伴 うため、

これを講める方もいます。



現在、再審制度は、刑事訴訟法にその規定がありますが、条文ほわずか 19

条しかなく、裁判所の裁量に委ねられている点が多いことから、その公平公正

さが、制度的に担保されているとは言えません。

再審請求手続きにおける証拠開示については、明文の規定が存在せず、証拠

開示に向けた裁判所の判断にも大きな差が生じています。また、ほとんどの再

審事件で無罪を勝ち取った要因が、検察が隠し持っていた新証拠であるとい

う事実は、そもそもあらゆる証拠が事前に開示されることこそ、冤罪を防止す

る最も効果的な方法であることを証明しています。再審請求手続きにおいて

も、通常審において必要とされているのと同様、全面的な証拠開示の制度化を

早急に実現しなければなりません。                ″

,ま た、多大な時間と労力を要して再審開始を得たとしても、これに対する検

察官の不服申し立てによっそ、さらに審理が長期化し、ときには再審開始決定

が取 り消され、振り出しに戻るとぃう事態も繰 り返されてきました。数十年に

及ぶ聞いの中、元被告が亡くなる場合や(相 当に高齢になるなど、冤罪被害者

の救済を長引かと、人生を奪い続けることは、非人道的であり許されることで

はありません。

現行刑事訴訟法が施行されて 70余年を経た今もなお、再審規定は何ら改正

されることなく現在に至っています。そもそも、再審は、冤罪被害者救済のた

めの「最終手段」であり、無実を訴える人の人権保障のためにのみ存在するは

ずの制度です。冤罪当事者の苦しみの声に茸を傾け、憲法の理念に沿つて、再

審規定の在 り方を全面的に見直すことが必要です。つきましては、貴議会にお

いて、罪のない人を譲った裁判から迅速に救済するために、「刑事訴訟法の再

審規定(再審法)」 の改正を求める意見書を採択されるよう請願いたします。

<講願事項 >

再審における検察手持証拠の全面的な開示を制度化すること。

再審開始決定に対する検察官による不服申し立てを禁止すること。

刑事訴訟法の再審規定(再審法)の整備を図ること。
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再審開始に喜ぶ袴田巖さんの姉・秀子さん
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袴田巖 さんは死刑囚。 1967年 に発生 した殺人・放火事件の犯

人 とされ、4人 を殺 した として死刑判決を受け収監 されました。

ところが、袴田さんの犯行を示 した証拠は、警察が捏造 したも

のだ と分か り、2014年 に裁判のや り直 しが決まり釈放。48

年ぶ りに社会へ戻ってきました。

ことし 10月 、静岡地裁で再
~番

裁判が始まります。半世紀かかっ

た苦難の道に、ゴールの光が差 してきました。 しかし検察は有

罪を主張し、87歳になった袴田さんの再収監を求めています。

残されたわずかな時間さえ奪おうというのでしょうか。

袴田さんが裁判の呪縛から解かれ、日常を取 り戻すには、揺る

ぎない無罪判決が必要です。そのために、世論の力が必要です。

真の自由まで、あともう一歩。力を貸して くださぃ。
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運動の力で、無実の人に無罪判決を
当事者、弁護団、支援者と協力し、冤罪裁判の支援運動を進めてきました
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滋賀・湖東記念病院事件

西山美香さん

2023年 9月 現在

1984年 に起きた強盗殺人事件。

阪原弘さんの死後、遺族の再審請

求審で、警察の捜査報告書の握造

が判明し再審決定。現在最高裁。
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獄中の冤罪当事者
を激励しよう

私たちは全国各地で冤罪に苦しむ人の裁半」

支援運動をおこなつています。お関心があ

る方は、最寄りの国民救援会までどうぞ。

https1//kyuenkai口org/

持続的な運動を
支えるエネルギー

再審を規定する法律は、刑事訴訟法にたった 19カ条しか

ないので、裁判官によって審理の方法や証拠の取扱いが

著しく異なる 「再審格差」、再審開始決定への検察の不服

申立による 「再審妨害」んヾ横行しています。誤判救済の

ために、私たちは法改正による改革を求めています。

日本国民救援会
1928年創立の人権 NGO。 戦前、侵略戦争に反対し投獄され

た人の救援活動をおこない、戦後は冤罪事件や市民の権利を

守る裁判の支援運動をしている。

再審・ えん罪事件全国連絡会
1973年、冤罪で苦しむ人々を救うことを目的として、作家

松本清張氏、佐野洋氏などの呼びかけで結成された。事務局

を日本国民救援会内におく。

裁判資料を学び
真実をつかもう

立法で誤判救済

再審法の改正を

SCAN ME

●秋田・大仙市事件●山形 。明倫中裁判 ●宮城・仙台北陵ク

リニック筋弛緩剤冤罪事件●栃木 。今市事件 ●東京・三鷹事

件 0東京・乳腺外科医師冤罪事件 ●東京・痴漢えん罪西武池

袋線小林事件 0東京 。小石川事件 ●長野・冤罪あずさ35号
窃盗冤罪事件 ●福井 。福井女子中学生殺人事件●静岡 。袴田

事件 ●静岡・天竜林業高校成績改ざん事件 ●愛知・豊川幼児

殺人事件 ●二重 。名張毒ぶどう酒事件 ●二重・鈴鹿殺人事件

●滋賀 。日野町事件●京都・タイムスイッチ事件●京都・長

生園不明金事件 ●兵庫・えん罪・姫路花田郵便局事件 ●兵庫・

えん罪神戸質店事件●岡山・山陽本線痴漢冤罪事件 ●高知・

高知白バイ事件 ●福岡・飯塚事件 ●熊本・菊池事件●鹿児島・

大崎事件 ●米・ムミア事件

秋の全国いつせい宣伝行動
冤罪事件 の再審の要件を広げ誤判救済 に道 を開いた
1975年 の白鳥最高裁決定にちなみ、毎年 5月 20日 と秋
を中心に、国民救援会とさまざまな冤罪事件の支援団体
が共同で、全国いっせいに宣伝行動にとりくんでいます。

日本国民救援会滋賀県本部
〒520-O051
大津市梅林 1丁目 3-30滋賀県労連内
TEL:077-521-2129//FAX:077-521-2534

〒113-3463東京都文京区湯島2-4-4平和と労働センター 5階
TEL 03-5842-5842 FAX 03-5842-5840日 本国民救援会
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再審のため
全証拠を開示

検察が隠す無実の証拠を開示さ

せたことが、多くの事件で再審

開始の決め手になりました。証

拠開示の義務付けが必要です。

検察による

不服申立禁止

再審開始決定に検察官が不服を

申し立てることで、救済が遅れ

たり取り消されてしまい、誤判

救済が機能していません。

公正な再審

手続き整備を

再審請求の審理にルールがな

く、形式的な手続きで棄却する

例が横行。実質的な審理を担保

する手続き整備が必要です。
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